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                 健康福祉部障害者福祉推進課 
                           障害福祉事業課 

 
 千葉県総合支援協議会専門部会委員の任期について 

 
 
１ 現在の任期 

専門部会は、千葉県総合支援協議会（第六次千葉県障害者計画策定推進本部会）

設置運営要綱第８条により、本部会（任期３年）のもとに置かれ、委員の任期は２

年となっている。 
 
２ 課題 

委員の任期は、本部会（第六次）が平成２９年度から３１年度、今年度選出する

専門部会が３１年度から３２年度となる。 
本部会（第七次）が平成３２年度から３４年度となるが、専門部会は本部会（第 

 六次）のもとに置かれているため、ずれが生じることとなる。 
  よって、別添のとおり今年度選出する専門部会の任期を１年とし、本部会（第七 
 次）の設置時期の平成３２年度からに任期をあわせる必要がある。 
 
３ 方針 

今年度選出する専門部会委員の任期を１年とする。 
また、第七次計画策定推進本部会の設置以降は、本部会の任期と同じ３年間とす

る。 
（本部会と専門部会の任期が整合するため、計画推進の継続性の観点から望まし

い。） 
 
 



変更前
年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

計画期間 五次計画 六次計画 七次計画 八次計画 九次計画

計画策定本部 五次策定本部 六次策定本部 七次策定本部 八次策定本部 九次策定本部 策定

本部会（３年） １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目

専門部会（２年） １年目 １年目 ２年目 １年目 ２年目 １年目 ２年目 １年目 ２年目 １年目 ２年目 １年目 ２年目 １年目 ２年目

本部会改選 改選 改選 改選 改選 改選

専門部会改選 改選 改選 改選 改選 改選 改選 改選

変更後
年度 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

計画期間 五次計画 六次計画 七次計画 八次計画 九次計画

計画策定本部 五次策定本部 六次策定本部 七次策定本部 八次策定本部 九次策定本部 策定

本部会（３年） １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目

専門部会（３年） １年目 １年目 ２年目 １年目 ２年目 １年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目 ２年目 ３年目 １年目

本部会改選 改選 改選 改選 改選 改選

専門部会改選 改選 改選 改選 改選 改選 改選
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千葉県総合支援協議会専門部会委員改選スケジュール 資料７

平成３０年度

年月 主要事項 スケジュール 業務

Ｈ３０年９月
スケジュール、
任期の検討

中旬　　「スケジュール」、「任期」
両課長と協議

１０月 任期の方針検討 任期の方針
中旬　　「任期の方針決定」
→両課課長、専門部会担当了承済

１１月 専門部会委員検討
・専門部会　委員構成案検討、各室班協議
・公募委員選定要領、基準検討
・団体推薦・公募要領・基準を月末までに決定

上旬　　　　　両課長協議→了承
上旬から下旬まで
　　　 　　　 　両課専門部会担当へ
　　　　　　　　名簿検討を依頼。
　　　　　　　　公募委員選定要領決
定

１２月 本部会 ・任期を変更する件、本部会での審議・了承
１１月中に部会長、副部会長の継続
依頼は調整している。

H３１年１月

　専門部会委員
　団体へ推薦依頼、
　公募開始

・専門部会委員推薦依頼（団体・機関）
・専門部会委員公募開始
　※平成３１年１上旬～１月下旬

・推薦依頼団体機関へ依頼文書送
付
・（公募）障害者関係団体、現本部
会委員、現専門部会委員（公募選出
者）へ通知。県HPで公告。

２月 専門部会委員審査
・専門部会公募委員審査（書類・面接）
・委員推薦書受領

・書類選考通過者について、職員数
名により面接を行う。（当課の各種
会議に就任実績のある委員等は面
接免除。）
・書類、面接結果は審査
基準により点数化する。

３月 専門部会委員決定 ・専門部会　推薦・公募委員決定・就任依頼 ・決裁により委員を決定する。

専門部会委員就任
書類発送
（設置運営要綱改正
起案、決裁）
現委員任期満了

・専門部会委員就任書類発送
（・設置運営要綱改正
　専門部会委員任期の変更（２年→１年））

４月 委員就任
・委員就任
（・４月１日設置運営要綱施行）


